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鳥取県企業局障がい者活躍推進計画 
令和２年４月 

鳥取県企業局 

機関名 鳥取県企業局 

任命権者 鳥取県知事 平井伸治 

計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月 31 日（５年間） 

鳥取県企業局

における障害

者雇用に関す

る課題 

鳥取県企業局においては、職員総数が 50 人程度の小規模な機関で

あり、これまで障がい者に限定した募集・採用は行っておらず、組織

的な体制整備は特段行っていない。 

目標 

① 採 用

に関する目

標 

○計画期間内に新たに障がい者（１名）の採用を目指す。 

 

 正職員の採用手続きについては知事部局で行っており、職員の配置

にあたり、知事部局と協議のうえ障がい者の配置を検討する。 

 

② 定 着

に関する目

標 

なし 
※今後、障がい者である職員の定着状況データを把握予定。 

取組内容 

１．障がい者

の活躍を推進

する体制整備 

○障がい者雇用推進者として経営企画課長を選任する。 

○障がいのある職員の職場定着に向けて、知事部局が設置した障がい

者雇用推進チームや障がい者職業生活相談員と連携し、職員本人や

所属職場に対する支援を行う。 

○知事部局が行う障がい者相談窓口の設置や研修会の開催を通じて、

障がいのある職員とない職員が共に働きやすい職場環境の整備を

図る。 

２．障がい者

の活躍の基本

となる職務の

選定・創出 

○障がいのある職員が配置された場合は、障がいの特定や能力等を把

握し、可能な限り障がい者本人の希望を踏まえた上で、業務のマッ

チングを行う。 

○配置後においても、管理職員との年２回の定期面談を通じて職員本

人の職務遂行状況や習熟状況等に応じ、継続的に職務の選定・創出

の取組を行う。 

３．障害者の

活躍を推進す

るための環境

整備・人事管

理 

○管理職員との年２回の定期面談を通じて、職員本人の障がい特性や

能力等を把握し、働きやすい職場環境に向けて、適切な合理的配慮

を行う。 

 

４．その他 

○障がい者就労施設等の受注の機会を確保するために制定された「障

害者優先調達推進法」の趣旨を踏まえ、障がい者就労施設等から優

先的に物品及び役務を調達することにより、障がい者の活躍の場の

拡大を推進する。 

 


